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令和５年度第１６回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和５年１１月２１日 

                    担当部・課：河北総合支所地域振興課〔内線２１６〕  

                          市民生活部地域協働課〔内線３３１６〕 

① 件  名 

石巻市大川コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  石巻市大川コミュニティセンターについては、令和３年度より指定管理制度を導入し、管理運

営を行ってきたが、令和６年３月３１日をもって指定管理期間が満了となる。 

 

【目的】 

  大川地区住民のコミュニティ醸成に資するため、引き続き指定管理者制度を導入し、令和６年

４月１日からの指定管理者を指定するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第３２１号） 

 石巻市コミュニティセンター条例（平成２４年条例第４号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和３年４月 指定管理開始 

令和５年９月 指定管理者指定申請受付 

      候補者の選定 

⑤ 主な内容 

１ 名 称  石巻市大川コミュニティセンター 

２ 所 在 地  石巻市福地字通ヶ崎１８番地 

３ 施 設 概 要  木造平屋 延べ床面積 ５９７．６９㎡ 

４ 施 設 機 能  体育館、調理室、ミーティングルーム 

５ 指定管理候補者及び選定方法 

(1) 選定候補者  大川地区振興会 会長 加納 憲夫 

(2) 選 定 方 法  非公募 

(3) 選 定 理 由  本施設は大川地区コミュニティ活動の再生及び活性化を図るための集会 

      施設であり、当該地域の住民組織が管理運営することで、より一層の地域 

コミュニティの醸成に資することから、当該施設の指定管理者として大川 

地区振興会を指定するもの。 

 ６ 指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

大川地区住民のコミュニティの醸成が図られる。 

 

【市財政への負担】 

 指定管理料なし 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

資料２ 
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⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和５年１２月 市議会第４回定例会に指定管理者の指定について提案 

 令和６年 ２月 指定管理に係る基本協定の締結 

      ４月 指定管理に係る年度協定の締結 

         指定管理者による管理運営開始 

⑨ その他 

 

 

 

 

 


